
令 和 ７ 年
５月16日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
関
す
る
告
示
の
一

部
改
正
（
給
与
厚
生
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及
び

最
高
限
度
額
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
給
与
厚
生
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
知
事
が
定
め
る
金
額
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
給
与
厚
生
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

家
畜
商
講
習
会
の
開
催
（
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

契
約
の
締
結
（
会
計
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
二
件
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…

不
在
者
投
票
の
で
き
る
病
院
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

不
在
者
投
票
の
で
き
る
老
人
ホ
ー
ム
の
指
定

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
雑
報

県
報
の
正
誤
（
令
和
五
年
二
月
十
日
山
口
県
告
示
第
四
十
九
号
ほ
か
一
件
）

四
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
百
六
十
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
関
す
る
告
示

（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
関
す

る
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
年
金
た
る
補
償
以
外
の
補
償
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
年
金
た
る
補
償
以
外
の
補
償
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

補
償
基
礎
額
の
表
第
二
号
の
イ
中
「
四
千
六
十
円
」
を
「
四
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
百
六
十
一
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及

び
最
高
限
度
額
に
関
す
る
告
示
（
平
成
四
年
山
口
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低

限
度
額
及
び
最
高
限
度
額
に
関
す
る
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補

償
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係

る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
中
「
五
、
二
六
三
円
」
を
「
五
、
四
九
九
円
」
に
、
「
一
三
、
四
四
二
円
」
を
「
一
三
、
九
七
五

円
」
に
、
「
五
、
八
七
二
円
」
を
「
六
、
一
四
三
円
」
に
、
「
六
、
三
八
〇
円
」
を
「
六
、
七
〇
三

円
」
に
、
「
一
四
、
八
四
二
円
」
を
「
一
五
、
二
三
七
円
」
に
、
「
六
、
七
一
二
円
」
を
「
七
、
〇
二

三
円
」
に
、
「
一
七
、
六
一
九
円
」
を
「
一
八
、
〇
一
六
円
」
に
、
「
七
、
〇
七
八
円
」
を
「
七
、
三

二
六
円
」
に
、
「
二
〇
、
六
四
九
円
」
を
「
二
〇
、
八
六
四
円
」
に
、
「
七
、
二
六
八
円
」
を
「
七
、

五
七
六
円
」
に
、
「
二
一
、
九
七
一
円
」
を
「
二
二
、
五
六
四
円
」
に
、
「
七
、
四
三
三
円
」
を

「
七
、
七
六
六
円
」
に
、
「
二
二
、
八
八
六
円
」
を
「
二
三
、
六
六
六
円
」
に
、
「
七
、
二
九
〇
円
」

を
「
七
、
七
一
一
円
」
に
、
「
二
四
、
九
一
六
円
」
を
「
二
五
、
三
五
四
円
」
に
、
「
六
、
九
七
五

円
」
を
「
七
、
三
四
八
円
」
に
、
「
二
五
、
三
八
五
円
」
を
「
二
六
、
一
八
七
円
」
に
、
「
五
、
八
六

〇
円
」
を
「
六
、
一
九
二
円
」
に
、
「
二
一
、
三
一
四
円
」
を
「
二
二
、
六
九
四
円
」
に
、
「
四
、
〇

六
〇
円
」
を
「
四
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
〇
七
五
円
」
を
「
一
七
、
四
八
四
円
」
に
改
め
る
。

一

山 口 県 報 （定期） 第 605 号令和７年５月16日 金曜日














目

次
















山
口
県
告
示
第
百
六
十
二
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
金
額
に
関
す
る
告
示
（
平
成
八
年
山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
金
額
に
関
す
る
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係

る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。令

和
七
年
五
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
八
万
千
二
百
九
十
円
」
を
「
八
万
五
千
四
百
九
十
円
」
に
改

め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
四
万
六
百
円
」
を
「
四
万
二
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

公

告

（
九
五
）
家
畜
商
講
習
会
の
開
催

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
商
講

習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

講
習
の
対
象
と
な
る
者

家
畜
の
取
引
の
事
業
を
営
む
た
め
、
家
畜
商
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

㈠

日
時

令
和
七
年
七
月
二
十
八
日
（
月
曜
日
）
及
び
同
月
二
十
九
日
（
火
曜
日
）
の
午
前
九
時

か
ら
午
後
五
時
ま
で

㈡

場
所

防
府
市
牟
礼
一
〇
三
一
八

山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー

農
大
教
育
棟
第
二
教

室

三

講
習
の
科
目
及
び
時
間

科

目

時

間

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

四

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

四

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病

六

四

受
講
の
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
願
書
に
家
畜
商
講
習
会
受
講
手
数
料
三
千
四
百
八
十
円
に

相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
及
び
写
真
（
縦
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
）
を

貼
っ
て
、
県
内
に
居
住
す
る
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
農
林
水
産
事
務
所
又
は

農
林
事
務
所
の
畜
産
部
に
、
県
外
に
居
住
す
る
者
に
あ
っ
て
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号

七
五
三－

八
五
〇
一
）
山
口
県
農
林
水
産
部
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

五

受
講
願
書
の
提
出
期
限

令
和
七
年
六
月
二
十
日
（
金
曜
日
）

六

そ
の
他

こ
の
講
習
会
の
受
講
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
農
林
水
産
部
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課

（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
五
五
六
）
又
は
最
寄
り
の
農
林
水
産
事
務
所
若
し
く
は
農
林
事
務
所

の
畜
産
部
に
す
る
こ
と
。

（
九
六
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

会
計
管
理
局
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

令
和
七
年
度
公
金
収
納
の
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
活
用
に
よ
る
納
付
通
知
書
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
印
字
対
応
改
修
業

務

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

山 口 県 報 （定期） 第 605 号

二

令和７年５月16日 金曜日



五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
日
立
製
作
所

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
六
号

六

契
約
金
額

一
億
三
十
六
万
三
千
七
百
九
十
一
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

会
計
管
理
局
会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

令
和
七
年
度
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
再
開
発
に
係
る
要
件
定
義
等
業
務

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
日
立
製
作
所

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
六
号

六

契
約
金
額

四
千
七
百
九
十
二
万
二
千
九
百
三
十
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
市
町

の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
個
人
演
説
会
、
政
党
演
説
会
又
は
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と

が
で
き
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

長
門
市
中
央
交
流
プ
ラ
ザ

長
門
市
東
深
川
一
三
二
四
の
一

令
和
七
、

四
、

一

長
門
市
通
交
流
プ
ラ
ザ

〃

通
六
七
一
の
一
五

〃

〃

〃

長
門
市
仙
崎
交
流
プ
ラ
ザ

〃

仙
崎
二
〇
〇
〇

〃

〃

〃

長
門
市
俵
山
交
流
プ
ラ
ザ

〃

俵
山
二
三
〇
二
の
一

〃

〃

〃

長
門
市
三
隅
交
流
プ
ラ
ザ

〃

三
隅
下
五
一
八

〃

〃

〃

長
門
市
宗
頭
交
流
プ
ラ
ザ

〃

三
隅
上
三
二
二
八
の
一

〃

〃

〃

長
門
市
油
谷
中
央
交
流
プ
ラ

ザ

〃

油
谷
新
別
名
一
〇
八
〇
三

〃

〃

〃

長
門
市
宇
津
賀
交
流
プ
ラ
ザ

〃

油
谷
後
畑
一
八
九
四
の
一

〃

〃

〃

長
門
市
向
津
具
交
流
プ
ラ
ザ

〃

油
谷
向
津
具
下
三
二
六
五
の
二

〃

〃

〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
八
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

「
日
置
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
」
を
「
長
門
市
日
置
交
流
プ
ラ
ザ
」
に
、
「
宇
津
賀
集
落
セ
ン

タ
ー
」
を
「
長
門
市
宇
津
賀
交
流
プ
ラ
ザ
」
に
改
め
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
八
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

「
長
門
市
物
産
観
光
セ
ン
タ
ー
」
を
「
長
門
市
中
央
交
流
プ
ラ
ザ
」
に
改
め
、
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「
長
門
市
農
村
婦
人
の
家

〃

渋
木
三
四
五
五
の
四

〃

〃

〃

」
を
削

る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号

不
在
者
投
票
の
で
き
る
病
院
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

「
錦
中
央
病
院
」
を
「
岩
国
市
立
錦
中
央
医
院
」
に
改
め
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
五
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
不
在
者

投
票
の
で
き
る
老
人
ホ
ー
ム
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
七
年
五
月
十
六
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

医
療
法
人
社
団
季
朋
会
住
宅

型
有
料
老
人
ホ
ー
ム
王
喜
苑

下
関
市
松
屋
本
町
二
丁
目
三
番
三
八
号

令
和
七
、

四
、
二
四

雑

報

正

誤

令
和
五
年
二
月
十
日
山
口
県
告
示
第
四
十
九
号
（
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
（
会
計
課
）
）

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

二

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る

歳
入手

数

料

及

び

雑

入

（

イ

ン

タ

ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
も





























二

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る

歳
入税

外
収
入
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド















一

下

八
～
十

の
に
限
る
。
）













三

指
定
の
期
間





令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら





令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間





























を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
も
の
に
限
















る
。
）





三

指
定
の
日

令
和
四
年
十
二
月
二
十
二
日

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
山
口
県
告
示
第
百
二
十
二
号
（
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
（
会
計
課
）
）

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

六

上

三
～
十

二

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る

歳
入県

民

税

（

法

人

の

県

民

税

に

限

る

。

）

、

事

業

税

、

不

動

産

所

得

税
、
県
た
ば
こ
税
、
ゴ
ル
フ
場
利
用





























税
、
軽
油
引
取
税
、
自
動
車
税
（
環





























境
性
能
割
を
除
く
。
）
、
鉱
区
税
、





























産

業

廃

棄

物

税

、

特

別

法

人

事

業

税
、
地
方
法
人
事
業
税
及
び
こ
れ
ら





























に
係
る
延
滞
金
、
負
担
金
並
び
に
使





























用
料
、
手
数
料
及
び
こ
れ
ら
に
係
る





























延
滞
金
並
び
に
賃
貸
料
、
物
品
売
払





























代
金
、
貸
付
金
の
元
利
償
還
金
及
び





























こ

れ

ら

に

係

る

遅

延

損

害

金

の

う

ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て





























納
付
さ
れ
る
も
の















三

指
定
の
期
間





令
和
五
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
令







和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間



























二

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る

歳
入県

税
及
び
税
外
収
入
の
う
ち
ク
レ















ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
納
付
さ
















れ
る
も
の






三

指
定
の
日

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日

令
和
七
年
五
月
十
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
五
月
十
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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